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○本資料は作成日時点での法令や税制等にもとづき情報の提供を目的として一般的な法律や税務上の取扱を記載しています。さまざまな条件により
本資料の内容と異なる取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。
○相続手続はお客さまごとにさまざまであるため、本資料は一般的なケースについての一つの例を示したものです。上記以外の書類が必要になる場合
もありますので、具体的なお手続きにあたっては、必ず市区町村役場や年金事務所などの窓口にお問合せください。

○本資料により当社は税務や法律などの助言を行うものではありません。実際の相続のお手続きにあたっては
必要に応じて、税理士などの専門家とご相談の上、ご自身の責任においてご対応ください。
○本資料の内容の妥当性や正確性について当社は責任を負うものではなく、また本資料は将来予告なく変更
されることがあります。  [作成：りそな銀行ライフデザインサポート部]
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死亡届

世帯主の変更

児童扶養手当の
認定請求

介護保険資格
喪失届

健康保険証
（＊）

年金手帳
（返却）

運転免許証
（返却）

パスポート
（返却）

厚生年金
（停止）

国民年金
（停止）

死亡一時金
（請求）

生命保険金の
請求

扶養控除異動
申告

社員証返却、
給与・退職金等

葬祭料
（埋葬料）の

受領
・

高額療養費
還付手続（＊）

遺族年金・
寡婦年金（請求）
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7日以内

10日以内

14日以内

5年以内

2年以内

3年以内

2年以内
（＊診療月
翌月１日
から）

14日以内
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死亡診断書（死亡した場所・故人の本籍地・届出人の現住所の
いずれかの市区町村へ提出）

本人確認書類(その世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合。
1人の場合や親と15歳未満の子供の場合等は手続不要)

住民票の写しなど

介護保険被保険者証、死亡を証明するもの

年金手帳

運転免許証、死亡を証明するもの、死亡診断書、
手続者の本人確認書類

パスポート、死亡を証明するもの、届出人の本人確認書類

年金手帳、年金受給権者死亡届、死亡を証明する書類等
（未支給年金がある場合、遺族が未支給年金を取得できる）

死亡保険金支払請求書、保険証書、死亡診断書など
（保険契約者や保険金受取人が死亡した場合も保険会社に連絡が必要）

年金手帳、申請書、受給資格を証明する書類、
死亡を証明する書類等

[国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者]

[協会けんぽの被保険者]

[健康保険組合の被保険者]

勤務先にご確認ください

死亡退職届、社員証、身分証明書等
（最終給与受取、企業年金、死亡退職金受取など）

健康保険被保険者証、死亡を証明するもの
（＊被相続人の資格喪失から[健康保険]：5日以内、[国保]：14日以内）
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自筆証書遺言の
検認

相続の放棄

相続の限定承認

戸籍の収集

住民票・印鑑
証明書の請求

財産の調査と
財産目録の作成

遺産分割協議書
作成

所得税納税・還付
（準確定申告）

不動産所有権
移転登記

株式・債券等
名義変更・換金

公共料金

自動車
名義変更

クレジットカード
解約、未払金精算

相続税
申告・納税

会員権
名義変更

電話加入権
移転

預貯金
名義変更・換金
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遅滞なく

３か月以内

３か月以内

翌日から
４か月以内

翌日から
10か月以内
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自筆証書遺言（未開封）、検認後に検認調書を受領します
（相続人全員の戸籍が必要です）

（相続人が単独で申請できます）

（相続人全員で申請する必要があります）

本籍地の市区町村役場に請求します（郵送でも請求できます）
（相続人確定のため、出生から死亡まで全ての戸籍が必要となります）

固定資産評価証明書、公租公課納付書、不動産登記簿謄本等、
不動産賃貸借契約書、葬儀費用明細書等を収集します

残高証明書や借入金明細書（債務がある場合）等
を収集します

相続人全員で協議し、相続人全員の署名、実印
が必要となります

準確定申告書、その他申告書（医療費控除による税還付など）、源泉徴収票、
生命保険料等の控除証明書、領収書、マイナンバーカードなど（還付の場合は５年以内）

被相続人の除籍住民票または戸籍附票、相続人全員の印鑑証明書、
住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など

通帳、領収書控

被相続人の通帳・証書・届出印、遺産分割協議書 、相続人全員の
印鑑証明書・住民票（金融機関ごとに異なりますのでお問合せください）

名義書換請求書、マイナンバーカードなど
（金融機関ごとに異なりますのでお問合せください）

遺産分割協議書、マイナンバーカードなど

印鑑証明書、遺産分割協議書、車検証、車庫証明書等

加入会社窓口にお問合せください

取引金融機関

所轄の税務署

所轄の法務局

銀行・ゆうちょ銀行
窓口

証券会社・
証券代行会社

家庭裁判所

家庭裁判所

家庭裁判所

（本籍地の）
市区町村役場

（住所地の）
市区町村役場

市区町村役場
法務局ほか

－

所轄の税務署

ゴルフ場など

電話会社
（郵送手続可）

加入会社窓口
（電話連絡・郵送）

所轄の運輸支局等

加入会社窓口
（電話連絡・郵送）

2023年10月現在

相続手続代行サービスで可能

専門家の手続依頼が可能

※相続に必要な一般的なお手続きは、パンフレット「相続のお手続きを始めるお客さまへ」についてもご覧ください。　※本資料はご自身の相続への備えとしてもご活用いただけます。■ 主な相続のお手続き

戸籍や住民票は
専門家に収集を
依頼することも
できます

ご希望の場合は
税理士を紹介する
こともできます

相続手続代行
サービスを利用して
お手伝いが可能

です

R0012843

市区町村役場

市区町村役場
（社会保険・

厚生年金は勤務先）

所轄警察署など

都道府県旅券課

市区町村役場

全国健康保険協会
の都道府県支部

健康保険組合の
窓口など

生命保険会社

ご自身の勤務先

故人の勤務先

年金事務所
年金相談センター

市区町村役場
年金事務所

年金相談センター


